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原告松竹伸幸

被告伊藤岳
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2025年 4 月 1 1 目

さいたま地方裁判所第 2民事部 29係御中

被告訴訟代理人

ヂî- ~.護士 林 持

同 長 樽

同 カ日 月事 {灘

同 尾 林 芳

同 IlJ 111奇

同 山 田 大

第 1 印 6 号åiEについて

被告訴訟代理人は、期日間に、さいたま地区委員会に甲 6 号粧の作成経過

についての調査を依頼し、その結果をさいたま地区委員会から聞き取った。

なお、南区委員会は、さいたま地区香員会の補助機関であるロ

さいたま地区委員会から聞き取った内容は、下記のとおりである。

記

( 1 )甲 6 号証は、南区香員会の集会に拳加者の一人が、個人的に、単独で作成し

た文書である。その作成には、伊藤岳参繊院議員(被告)はまったく関与し

ていない。作成者は、伊藤議員の演説を文字イじすることについて、事前に伊



藤餓員に了解をとっていないし、事後に伊藤議員に文平化した甲 6 号証の内

容に誤りがないか点検を受けたということもない。

そのため、伊藤議員は、甲 6 号認の記~内容を純隠していないし、存在も

知らなかった。

(2) 伊藤議員は、日本共産党所属の参級院諮員であり、集会には、南区委員会か

らの依頼で、応援弁士として参加していただいた。南区委員会との伊藤誠員

の聞では、日常的なやりとりはないようである。

(3) 甲 6 号証は、参加者の一人が、銀会での伊藤議員の演説を録音して文字化

し、それに表題、小見出し、写真をつけて文書にした。そして、南区の知人

の限られた一部のメンパーに対して、甲 6 号認を朗自布したと思われる。

( 4) 集会から現在まで約 2年が経過している。そのときの録音データは存在しな

いと開いているロ

以上
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